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道環第１６７－２号 
令和元年７月９日 

 
 各県土整備事務所長 様 
 
 

道路環境課長 
 
 

  「道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領」の 
   一部改正について（通知） 

 
 標記については、令和元年７月９日付け通達道環第１６７－１号により県土整備部長か

ら通達されたところですが、下記について留意の上、運用に当たってください。 
 

記 
 

１ 改正の目的 
 埼玉県無電柱化推進計画の一環として、歩車道境界から歩道側１．５ｍまでの部分（以

下「除外部分」という。）の占用を制限することで、電線共同溝及び電線の埋設空間を確

保することを目的とする。 
 

２ 対象箇所 
 埼玉県が緊急輸送道路（緊急輸送道路に指定する予定の道路を含む。以下同じ。）を対

象とする。 
 緊急輸送道路の対象道路については、道路環境課防災担当に確認してください。 
 

３ 緊急輸送道路における埋設の場所 
 道路の様態によって、管路を埋設する場所の優先度が異なるので、以下の点に注意し

てください。 
（１）歩車道の区別のある道路の場合 

ア 原則 
①除外部分を除く歩道の部分 
    ↓ 
②車道の歩道寄り（①への埋設が困難な場合） 
    ↓ 
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③除外部分の路端寄り（①及び②への埋設が困難な場合） 
 

イ 例外（歩道の幅が１．５ｍ以下又は除外部分を除く歩道の部分が狭く埋設が困難

な場合） 
①歩道の路端寄り 
    ↓ 
②車道の歩道寄り（歩道への埋設が困難な場合） 
 

（２）歩車道の区別のない道路の場合 
 車道の路端寄り 

 
４ 埋設の深さ 

 除外部分に埋設する管路及び歩道を横断する管路の埋設の深さについては、特別に基

準を定めない。 
 
 
 

担当 総務・管理担当 田口 
電話 ０４８－８３０－５１０１ 
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通達道環第１６７－１号 
令 和 元 年 ７ 月 ９ 日 

 
 各県土整備事務所長 様 
 
 

県土整備部長 
 
 

  「道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領」の 
   一部改正について（通達） 

 
 道路工事施行承認及び道路占用許可等に関する事務処理要領（昭和５８年３月２６日付

け通達道維第１８８５号）別紙４種類別占用の基準の一部を下記のとおり改正し、令和元

年７月９日から施行するので、適切に事務を処理するよう通達します。 
 

記 
 

 第２細則（法第３２条第１項第２号該当物件）２０水管、下水道管又はガス管の占用（２）

を次のように改める。 
（２）埋設する場所については、次の各号に掲げるところによること。 

ア 緊急輸送道路（緊急輸送道路に指定する予定の道路を含む。以下同じ。）に埋設す

る場合（ただし、電線が地中化されている区間においては、「イ 緊急輸送道路以外

の道路に埋設する場合」を適用する。） 
（ア）歩車道の区別のある道路の場合 

 歩車道境界から歩道側１．５ｍまでの部分（以下「除外部分」という。）を除く歩

道の部分（以下「埋設部分」という。）に埋設することとし、除外部分に埋設させな

いこと。ただし、既設の埋設物により、埋設部分に埋設することが困難な場合は、

車道の歩道寄りに埋設することとし、埋設部分及び車道への埋設が困難な場合は、

除外部分の路端寄りに埋設させること。 
 また、歩道の幅が１．５ｍ以下の場合又は歩道の埋設部分が狭く埋設が困難な場

合は、歩道の路端寄りに埋設させること。ただし、歩道に既設の埋設物があり、埋

設することが困難な場合は車道の歩道寄りに埋設させること。 
 なお、歩道を横断する管路については除外部分への埋設を認めること。 

（イ）歩車道の区別のない道路の場合 
 路端（法面を除く。）寄りに埋設させること。 
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イ 緊急輸送道路以外の道路に埋設する場合 
 歩道に埋設すること。ただし、歩道に既設の埋設物があり、新たに埋設すること

が困難な場合又は歩車道の区別のない道路に埋設する場合にあっては、車道の歩道

寄り又は路端寄りに埋設すること。 
 
 

 
担当 道路環境課 総務・管理担当 田口 
電話 ０４８－８３０－５１０１ 

通 - 12



通 - 13



通 - 14



通 - 15



通 - 16



通 - 17



通 - 18



通 - 19



通 - 20


